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「主要項目及びその方向性」について 

第２回会議にて検討した「主要項目及びその方向性」について、「全体に関わる視点」、

「大項目」及び「小項目」を、次期子育て支援計画の「基本的な視点」、「主要項目」及び

「方向性」として現したものです。なお、この文章は、次期子育て支援計画の第４章「主

要項目及びその方向性」として掲載する予定です。 

今後、当内容に沿った具体的な事業に関する調査を全庁的に行い、第５章「計画の体

系・計画事業」を構成いたします。 

 

【基本的な視点】 

 

○子どもの権利の保障と意見表明機会の確保 

子どもをひとりの人間として尊重し、その権利を保障するとともに、子どもの最

善の利益を守ります。また、子どもが自由に自分の意見を表明するとともに、社会

的活動に参加する機会の確保を図ります。 

 

 

〇重層的支援体制整備事業の推進 

社会情勢の変化に伴う複雑化・複合化した課題や制度の狭間にあるニーズにも対

応できるよう、高齢、介護、障害、子ども、生活困窮等の分野横断的な多機関が連

携した重層的なセーフティネットの構築を目指します。また、適切な支援につなげ、

家族全体の支援を行うことができる体制整備を推進します。 

 

 

〇持続可能で豊かな地域社会の構築 

子どもが、将来にわたり、身体的・精神的・社会的に良好な状態（ウェルビーイ

ング）で生活を送ることができる社会の実現は、未来を担う人材を社会全体で育み、

地域社会の持続可能性を高めることにつながります。子どもが、自分らしく自らの

希望に応じてその意欲と能力を活かすことができ、また、子どもを産み育てたいと

考える個人の希望が叶えられる地域社会の構築を目指します。 
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１ 親子の健やかな成長の支援  

 

 

● 妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援 

家庭にとって、妊娠・出産・子育て期は、身体的、精神的、社会的に大きな変

化があり、負担がかかる時期であることから、心身の回復、子育てへの不安や

新たな家族環境への適応など、心のケアを含めた産前・産後ケアの充実を図り、

妊娠・出産・子育て期にわたり、切れ目ない支援を継続していきます。 

 

 

● 親子の健康の確保及び増進 
健康について正しい知識を持ち、親子がともに健やかな成長ができるよう、必

要な支援に取り組むとともに、子どもの成長に応じて検診等を実施することで、

子どもの健康を確保します。 

 

 

● 情報発信の最適化 
 妊娠・出産・子育てに関する正確な情報とともに、各種の子育てサービス等が必

要としている人に十分周知されるよう、多種多様な媒体を活用し、幅広く情報発

信を行います。 
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２ 多様な幼児教育・保育サービスの提供  

 

 

● 保育の質の向上・量の確保 
子どもと家庭を取り巻く環境が変化する中、各家庭がより良い子育てを選択

し、子どもたちが安心して成長できるよう、多様化するニーズを的確に把握し、

自宅等での預かりや育児支援、地域の社会資源としての保育施設の活用を含め、

安定的な子育て支援サービスを提供します。 

また、全ての保育施設において、安全で質の高い保育を提供できる体制を整備

するとともに、保育を必要とする家庭の子どもが保育の必要な年齢で入園できる

環境づくりを進めます。 

 

 

● 放課後の居場所づくり 
子どもが放課後に安心して過ごせるよう、育成室の待機児童数の増加等を踏ま

えて策定した「育成室待機児童解消加速化プラン」のもと、育成室の整備、都型

学童クラブの誘致、放課後全児童向け事業の充実等、待機児童の解消及び定員の

適正化を図るとともに、学童保育の質の向上のための取組を推進します。 
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３ 子どもの生きる力・豊かな心の育成  

 

 

● 子どもの学び・経験の機会充実 

次世代を担う子どもたちの個別最適な学びと協働的な学びを実現するために、

ICT等を活用し、学びの質の向上を図るとともに、学校施設等の計画的な改築・

改修等を進め、施設面の整備を図ることで、良好な学びの環境を確保します。    

幼児・児童・生徒が社会や自然と直接関わる経験の機会の充実を図り、子ど

もの社会性や生命を尊重する心、自他を大切にする心などの豊かな人間性を育

みます。 

また、情報化による社会の変化に対応するため、コンピュータ等の情報機器

を活用する情報能力の育成と合わせ、それらを安全に活用する態度である情報

モラル教育に取り組みます。 

 

 

● 青少年の健全育成と自主的な活動の支援 
青少年が、地域の大人や子どもたちとの関わりや、自主的な活動の体験・経験

等を通して、社会性や自主性を身に付け、自立した大人へ成長できる環境を整備

します。 

また、青少年プラザ（b-lab）の利用促進を図るとともに、青少年の活動・交流

の場を拡充することで、青少年の自主的な活動を支援します。 
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４ 全ての子育て家庭を支える体制の充実  

 

 

● 組織横断的な連携体制 
子育て家庭が抱える幅広い悩みに対応し、より早い段階から適切な支援へつな

げられるよう、子どもと家庭に対する包括的な支援及び関係機関との組織横断的

な連携体制を確立します。 

 

 

● 児童虐待防止支援体制の充実 
児童虐待は、子どもの心身の発達や人格の形成に重大な影響を与えることか

ら、育児不安や児童虐待のリスクの予防や早期発見に努めるとともに、関係機関

と新たに設置する区児童相談所が共に連携しながら、適切な対応ができる体制づ

くりを進めます。 

児童虐待の予防や早期発見については、子ども家庭支援センターや保健サービ

スセンター、教育センターや保育園、幼稚園、学校など、子育て、福祉、保健、

教育分野の様々な関係機関が連携を深めながら対応していきます。 

区児童相談所は、児童虐待ケースの初動の段階から関わり、迅速で専門的なア

プローチをケースに応じて展開するなど、児童虐待の予防からハイリスクケース

対応、再発防止までの、一貫した、きめの細かな相談支援体制を関係機関と共に

確立していきます。 

 

 

● 悩み・困難を抱える子どもへの支援 
日常生活や学校生活において、悩みや困難を抱える子どもに対し、関係機関の

連携を強化し、組織横断的に情報共有を図り、一人ひとりの状況に応じた最適な

支援を行います。 

 

 

● 子どもの貧困対策 
子どもが生まれ育った環境に左右されることがなく、子ども一人ひとりが夢や

希望を持つことができるよう、子どもの貧困の解消を図るため、教育支援・生活

支援・経済的支援等を推進します。 

 

 

● 全世帯に向けた経済的な負担の軽減 
全ての子育て世帯に対して、ライフステージを通じた子育てに係る経済的な負

担軽減の充実を図り、次世代を担う子どもの育ちを支援します。 

 



6 

 

５ 子育てしやすいまちづくりの推進  

 

 

● 地域社会全体で子どもを育む体制の構築 
子育て家庭が社会から孤立せず、安心して子育てできるよう、身近な場所で地

域とつながる機会の充実を図り、子どもや親子が集える居場所、多世代交流の場

を確保します。 

また、家族で過ごす時間の確保や家庭生活と職業生活の両立を図るため、男女

平等参画の推進や仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向け

た取組を進め、地域社会全体で子どもを育む体制を構築します。 

 

 

● 子どもを守る安全・安心なまちの環境整備 

子育て家庭が地域において、安全・安心で快適な住生活を営むことができる

よう、道路や公園等の整備に当たっては、事故や事件の防止に配慮した環境づ

くりを進めます。 

子育て家庭が利用する施設において、防災力や防犯力を高める取組を進め、

子ども自身や子ども連れの人、妊産婦をはじめ、だれもが暮らしやすいまちの

環境を整備します。 

     また、オンライン上での危険から子どもを守るため、インターネット利用のル

ール等に関する啓発活動や発達段階に応じた情報モラル教育を学校等と連携して

引き続き取り組みます。 


